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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インバータによって印加電圧が制御される交流電動機の制御装置であって、
　前記交流電動機を動作指令に従って動作させるための正弦波状の電圧指令信号と搬送波
信号との比較に基づくパルス幅変調制御によって、前記インバータの制御指令を発生する
パルス幅変調制御部と、
　前記パルス幅変調制御部による前記パルス幅変調制御を、前記搬送波信号の周波数が前
記交流電動機の回転周波数の整数倍となるように前記搬送波信号の周波数を前記交流電動
機の回転速度に応じて制御する過変調モードと、前記搬送波信号の周波数を前記交流電動
機の回転速度とは無関係に設定する正弦波変調モードとのいずれによって実行するかを指
示するモード切替判定部と、
　前記過変調モードによる前記パルス幅変調制御の実行時に、前記インバータによる電力
変換動作の状態に基づいて、前記過変調モードから前記正弦波変調モードへの切替を判定
するための切替判定値を可変に設定する判定値設定部とを備え、
　前記モード切替判定部は、前記電圧指令信号に関連する値と前記切替判定値との比較に
基づいて、前記過変調モードから前記正弦波変調モードへの切替要否を判定する、交流電
動機の制御装置。
【請求項２】
　前記インバータは、前記パルス幅変調制御部からの前記制御指令に従ってオンオフされ
る電力用半導体スイッチング素子を含み、
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　前記判定値設定部は、前記過変調モードにおける一定期間内での前記電力用半導体スイ
ッチング素子のオンオフ回数に応じて、前記切替判定値を可変に設定する、請求項１記載
の交流電動機の制御装置。
【請求項３】
　前記判定値設定部は、前記一定期間内での前記電力用半導体スイッチング素子のオンオ
フ回数についての、前記過変調モードにおける現在値と、前記正弦波変調モードへ移行し
たときの予測値との差に基づいて、前記切替判定値を可変に設定する、請求項２記載の交
流電動機の制御装置。
【請求項４】
　前記判定値設定部は、前記過変調モードにおける前記搬送波信号の周波数に応じて、前
記切替判定値を可変に設定する、請求項１記載の交流電動機の制御装置。
【請求項５】
　前記判定値設定部は、前記搬送波信号の周波数についての、前記過変調モードにおける
現在値と、前記正弦波変調モードへ移行したときの予測値との差に基づいて、前記切替判
定値を可変に設定する、請求項４記載の交流電動機の制御装置。
【請求項６】
　前記判定値設定部は、前記パルス幅変調制御部からの前記制御指令に従って前記インバ
ータおよび前記交流電動機の間で授受される交流電力の前記過変調モードにおける力率に
応じて、前記切替判定値を可変に設定する、請求項１記載の交流電動機の制御装置。
【請求項７】
　前記判定値設定部は、前記交流電力の力率についての、前記過変調モードにおける現在
値と、前記正弦波変調モードへ移行したときの予測値との差に基づいて、前記切替判定値
を可変に設定する、請求項６記載の交流電動機の制御装置。
【請求項８】
　前記判定値設定部は、所定の基準値を前記電力変換動作の状態に基づいて可変に設定さ
れる補正値により修正することによって、前記切替判定値を設定し、
　前記補正値は、前記過変調モードから前記正弦波変調モードへの遷移を妨げる方向の極
性に限定して設定される、請求項１～７のいずれか１項に記載の交流電動機の制御装置。
【請求項９】
　前記電圧指令信号に関連する値および前記切替判定値は、前記インバータへの入力直流
電圧および前記電圧指令信号のもととなる電圧指令値によって定められる変調比によって
示される、請求項１～８のいずれか１項に記載の交流電動機の制御装置。
【請求項１０】
　前記入力直流電圧は、直流電源の出力電圧を可変制御するコンバータによって生成され
る、請求項９記載の交流電動機の制御装置。
【請求項１１】
　インバータによって印加電圧が制御される交流電動機の制御方法であって、
　前記交流電動機を動作指令に従って動作させるための正弦波状の電圧指令信号と搬送波
信号との比較に基づくパルス幅変調制御によって前記インバータを制御するステップと、
　前記パルス幅変調制御について、前記搬送波信号の周波数が前記交流電動機の回転周波
数の整数倍となるように前記搬送波信号の周波数を前記交流電動機の回転速度に応じて制
御する過変調モードと、前記搬送波信号の周波数を前記交流電動機の回転速度とは無関係
に設定する正弦波変調モードとのいずれを適用するかを選択するステップとを備え、
　前記選択するステップは、
　前記過変調モードによる前記パルス幅変調制御の実行時に、前記インバータによる電力
変換動作の状態に基づいて、前記過変調モードから前記正弦波変調モードへの切替を判定
するための切替判定値を可変に設定するステップと、
　前記切替判定値と前記電圧指令信号に関連する値との比較に基づいて、前記過変調モー
ドから前記正弦波変調モードへの切替要否を判定するステップとを含む、交流電動機の制
御方法。
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【請求項１２】
　前記インバータは、前記パルス幅変調制御に従う制御指令に従ってオンオフされる電力
用半導体スイッチング素子を含み、
　前記設定するステップは、前記過変調モードにおける一定期間内での前記電力用半導体
スイッチング素子のオンオフ回数に応じて、前記切替判定値を可変に設定する、請求項１
１記載の交流電動機の制御方法。
【請求項１３】
　前記設定するステップは、前記一定期間内での前記電力用半導体スイッチング素子のオ
ンオフ回数についての、前記過変調モードにおける現在値と、前記正弦波変調モードへ移
行したときの予測値との差に基づいて、前記切替判定値を可変に設定する、請求項１２記
載の交流電動機の制御方法。
【請求項１４】
　前記設定するステップは、前記過変調モードにおける前記搬送波信号の周波数に応じて
、前記切替判定値を可変に設定する、請求項１１記載の交流電動機の制御方法。
【請求項１５】
　前記設定するステップは、前記搬送波信号の周波数についての、前記過変調モードにお
ける現在値と、前記正弦波変調モードへ移行したときの予測値との差に基づいて、前記切
替判定値を可変に設定する、請求項１４記載の交流電動機の制御方法。
【請求項１６】
　前記設定するステップは、前記パルス幅変調制御に従う制御指令に従って前記インバー
タおよび前記交流電動機の間で授受される交流電力の前記過変調モードにおける力率に応
じて、前記切替判定値を可変に設定する、請求項１１記載の交流電動機の制御方法。
【請求項１７】
　前記設定するステップは、前記交流電力の力率についての、前記過変調モードにおける
現在値と、前記正弦波変調モードへ移行したときの予測値との差に基づいて、前記切替判
定値を可変に設定する、請求項１６記載の交流電動機の制御方法。
【請求項１８】
　前記設定するステップは、所定の基準値を前記電力変換動作の状態に基づいて可変に設
定される補正値により修正することによって、前記切替判定値を設定し、
　前記補正値は、前記過変調モードから前記正弦波変調モードへの遷移を妨げる方向の極
性に限定して設定される、請求項１１～１７のいずれか１項に記載の交流電動機の制御方
法。
【請求項１９】
　前記電圧指令信号に関連する値および前記切替判定値は、前記インバータへの入力直流
電圧および前記電圧指令信号のもととなる電圧指令値によって定められる変調比によって
示される、請求項１１～１８のいずれか１項に記載の交流電動機の制御方法。
【請求項２０】
　前記入力直流電圧は、直流電源の出力電圧を可変制御するコンバータによって生成され
る、請求項１９記載の交流電動機の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、交流電動機の制御装置および制御方法に関し、より特定的には、正弦波変
調モードおよび過変調モードを有するパルス幅変調（ＰＷＭ）制御が適用される交流電動
機の制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　直流電源を用いて交流電動機を駆動制御するために、インバータを用いた駆動方法が採
用されている。インバータは、インバータ駆動回路によりスイッチング制御されており、
たとえばＰＷＭ制御に従ってスイッチングされた電圧が交流電動機に印加される。



(4) JP 4497235 B2 2010.7.7

10

20

30

40

50

【０００３】
　さらに、特開２００８－１１６８２号公報（特許文献１）には、交流電動機の駆動制御
について、ｄ軸およびｑ軸の電流偏差を補償するための電流フィードバック制御において
、電圧指令が基準三角波の振幅以下である正弦波ＰＷＭ制御（特許文献１の図２）と、電
圧指令の振幅が基準三角波のピーク値を超える過変調ＰＷＭ制御（特許文献１の図３）と
を使い分けるＰＷＭ制御構成が開示されている。
【０００４】
　特に、特許文献１による交流電動機の制御では、トルク偏差に応じて電圧位相が制御さ
れる矩形波電圧を交流電動機に印加する矩形波制御をさらに適用するとともに、矩形波制
御と過変調ＰＷＭ制御との間の制御モード切替を安定化するための技術が記載されている
。
【特許文献１】特開２００８－１１６８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１では、ＰＷＭ制御における、正弦波ＰＷＭ制御および、過変調ＰＷＭ制御の
間の切替判定については、交流電動機の必要電圧振幅としきい値電圧との比較に基づいて
実行される。このしきい値は、代表的には、基準三角波電圧のピーク値の絶対値に相当す
ることが記載されており、固定値であることが理解される。
【０００６】
　しかしながら、特許文献１の図３からも理解されるように、過変調ＰＷＭ制御では、イ
ンバータでのスイッチング回数を減らすことによって、交流電動機の印加電圧の基本波成
分を高めている。また、通常の正弦波ＰＷＭ制御が搬送波周波数を高周波数に固定する、
いわゆる非同期ＰＷＭで実行されるのに対して、過変調ＰＷＭ制御では、スイッチング回
数の低減に伴って、交流電動機への印加電圧の正負が非対称とならないように、いわゆる
同期ＰＷＭ方式を適用して、交流電動機の回転速度に応じて搬送波周波数が可変制御され
ることがある。
【０００７】
　また、インバータでのスイッチング制御では、同一相の上下アーム素子間での短絡電流
を防止するために、スイッチング素子のオン・オフ切替（スイッチング）時には、当該相
の上下アームの両方をオフさせるデッドタイムを設けることが実用上不可欠である。この
デッドタイムの存在により、制御モード切替時にインバータでのスイッチング回数が大幅
に変化すると、インバータ出力電圧、すなわち、交流電動機の印加電圧へのデッドタイム
の影響が大幅に変化するおそれがある。
【０００８】
　このような現象が発生すると、電圧指令が同等であっても制御モードの切替をトリガに
交流電動機の印加電圧が大きく変化することになり、その変化の方向によっては、一旦切
替えた制御モードが再び逆方向に切替えられる可能性がある。この結果、過変調ＰＷＭ制
御と正弦波ＰＷＭ制御との間での制御モード切替が短期間に頻繁に実行される、いわゆる
チャタリングが発生して制御が不安定となるおそれがある。
【０００９】
　この発明は、このような問題点を解決するためになされたものであって、この発明の目
的は、過変調ＰＷＭ制御（過変調モード）と正弦波ＰＷＭ制御（正弦波変調モード）とを
選択的に適用する交流電動機のＰＷＭ制御において、制御モード切替が頻繁に繰返される
チャタリングの発生を防止して制御の安定化を図ることである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明による交流電動機の制御装置は、インバータによって印加電圧が制御される交流
電動機の制御装置であって、パルス幅変調制御部と、モード切替判定部と、判定値設定部
とを備える。パルス幅変調制御部は、交流電動機を動作指令に従って動作させるための正
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弦波状の電圧指令信号と搬送波信号との比較に基づくパルス幅変調制御によって、インバ
ータの制御指令を発生するように構成される。モード切替判定部は、パルス幅変調制御部
によるパルス幅変調制御を、電圧指令信号の振幅が搬送波信号の振幅よりも大きい過変調
モードと、電圧指令信号の振幅が搬送波信号の振幅以下である正弦波変調モードとのいず
れによって実行するかを指示するように構成される。判定値設定部は、過変調モードによ
るパルス幅変調制御の実行時に、インバータによる電力変換動作の状態に基づいて、過変
調モードから正弦波変調モードへの切替を判定するための切替判定値を可変に設定するよ
うに構成される。さらに、モード切替判定部は、電圧指令信号に関連する値と切替判定値
との比較に基づいて、過変調モードから正弦波変調モードへの切替要否を判定する。
【００１１】
　本発明による交流電動機の制御方法は、インバータによって印加電圧が制御される交流
電動機の制御方法であって、交流電動機を動作指令に従って動作させるための正弦波状の
電圧指令信号と搬送波信号との比較に基づくパルス幅変調制御によってインバータを制御
するステップと、パルス幅変調制御について、電圧指令信号の振幅が搬送波信号の振幅よ
りも大きい過変調モードと、電圧指令信号の振幅が搬送波信号の振幅以下である正弦波変
調モードとのいずれを適用するかを選択するステップとを備える。そして、選択するステ
ップは、過変調モードによるパルス幅変調制御の実行時に、インバータによる電力変換動
作の状態に基づいて、過変調モードから正弦波変調モードへの切替を判定するための切替
判定値を可変に設定するステップと、切替判定値と電圧指令信号との比較に基づいて、過
変調モードから正弦波変調モードへの切替要否を判定するステップとを含む。
【００１２】
　上記交流電動機の制御装置および制御方法によれば、過変調モードでの制御実行時にお
けるインバータの電力変換動作状態に応じて、過変調モードから正弦波変調モードへの切
替判定値を可変に設定することができる。この結果、正弦波変調モードへ切替えた際に、
制御モード切替の影響によって再び過変調モードへの切替が発生することが懸念されるよ
うな電力変換動作状態であるか否かを反映して、切替判定値を適切に設定できる。この結
果、過変調モードおよび正弦波変調モードの間で制御モード切替が頻繁に発生するハンチ
ング現象を防止して、ＰＷＭ制御を安定化することができる。
【００１３】
　好ましくは、インバータは、パルス幅変調制御部からの制御指令に従ってオンオフされ
る電力用半導体スイッチング素子を含み、搬送波の周波数は、過変調モードでは、搬送波
信号の周波数が交流電動機の回転周波数の整数倍となるように、交流電動機の回転速度に
応じて制御される。そして、判定値設定部または設定するステップは、過変調モードにお
ける一定期間内での電力用半導体スイッチング素子のオンオフ回数に応じて、切替判定値
を可変に設定する。さらに好ましくは、搬送波の周波数は、正弦波変調モードでは、イン
バータおよび交流電動機の動作状態に応じて、交流電動機の回転速度とは無関係に制御さ
れる。そして、判定値設定部または判定するステップは、一定期間内での電力用半導体ス
イッチング素子のオンオフ回数についての、過変調モードにおける現在値と、正弦波変調
モードへ移行したときの予測値との差に基づいて、切替判定値を可変に設定する。
【００１４】
　このようにすると、非同期ＰＷＭ制御が適用される過変調モード時におけるインバータ
でのスイッチング回数に応じて切替判定値を可変に設定できる。これにより、過変調モー
ドからの制御モード切替によって生じるスイッチング回数変化の度合いを反映して、切替
判定値を適切に設定することができる。
【００１５】
　また好ましくは、搬送波の周波数は、過変調モードでは、搬送波信号の周波数が交流電
動機の回転周波数の整数倍となるように、交流電動機の回転速度に応じて制御される。そ
して、判定値設定部または設定するステップは、過変調モードにおける搬送波の周波数に
応じて、切替判定値を可変に設定する。さらに好ましくは、搬送波の周波数は、正弦波変
調モードでは、インバータおよび交流電動機の動作状態に応じて、交流電動機の回転速度
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とは無関係に制御される。そして、判定値設定部または設定するステップは、搬送波の周
波数についての、過変調モードにおける現在値と、正弦波変調モードへ移行したときの予
測値との差に基づいて、切替判定値を可変に設定する。
【００１６】
　このようにすると、非同期ＰＷＭ制御が適用される過変調モード時における搬送波周波
数に応じて、切替判定値を可変に設定できる。これにより、簡易な構成により、過変調モ
ードからの制御モード切替によって生じるスイッチング回数変化の度合いを反映して、切
替判定値を適切に設定することができる。
【００１７】
　あるいは好ましくは、判定値設定部または設定するステップは、パルス幅変調制御に従
う制御指令に従ってインバータおよび交流電動機の間で授受される交流電力の過変調モー
ドにおける力率に応じて、切替判定値を可変に設定する。さらに好ましくは、判定値設定
部または設定するステップは、交流電力の力率についての、過変調モードにおける現在値
と、正弦波変調モードへ移行したときの予測値との差に基づいて、切替判定値を可変に設
定する。
【００１８】
　このようにすると、デッドタイムの存在が交流電動機の印加電圧に与える影響が、交流
電動機の電圧および電流の位相によって変化する現象を反映して、切替判定値を適切に設
定できる。
【００１９】
　また好ましくは、判定値設定部または設定するステップは、所定の基準値と電力変換動
作の状態に基づいて可変に設定される補正値との和に従って、切替判定値を設定し、この
補正値は、過変調モードから正弦波変調モードへの遷移を妨げる方向の極性に限定して設
定される。
【００２０】
　このようにすると、理論的な切替判定値に対応する基準値を、過変調モードから正弦波
変調モードへの切替を妨げる方向に限定して補正する態様で、切替判定値を可変設定でき
る。したがって、ハンチング防止の面から効果的な状況に限定して切替判定値を理論値か
ら補正することになるので、制御の安定性を高めることができる。
【００２１】
　好ましくは、電圧指令信号に関連する値および切替判定値は、インバータへの入力直流
電圧に対する電圧指令信号の振幅の比によって与えられる。さらに好ましくは、入力直流
電圧は、直流電源の出力電圧を可変制御するコンバータによって生成される。
【００２２】
　このようにすると、インバータの直流リンク電圧の変動、あるいはコンバータによる可
変電圧制御に対応させて、ＰＷＭ制御における過変調モードと正弦波変調モードとの切替
を適切に判定することができる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、過変調モードおよび正弦波変調モードを選択的に適用する交流電動機
のＰＷＭ制御において、制御モード切替が頻繁に繰返されるチャタリングの発生を防止し
て制御の安定化を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下に、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお以下図中の
同一または相当部分には同一符号を付してその説明は原則的に繰返さないものとする。
【００２５】
　（全体システム構成）
　図１は、本発明の実施の形態に従う交流電動機の制御装置および制御方法が適用される
モータ駆動制御システムの全体構成図である。
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【００２６】
　図１を参照して、モータ駆動制御システム１００は、直流電圧発生部１０♯と、平滑コ
ンデンサＣ０と、インバータ１４と、交流電動機Ｍ１と、制御装置３０とを備える。
【００２７】
　交流電動機Ｍ１は、たとえば、ハイブリッド自動車または電気自動車の駆動輪を駆動す
るためのトルクを発生するための駆動用電動機である。あるいは、この交流電動機Ｍ１は
、エンジンにて駆動される発電機の機能を持つように構成されてもよく、電動機および発
電機の機能を併せ持つように構成されてもよい。さらに、交流電動機Ｍ１は、エンジンに
対して電動機として動作し、たとえば、エンジン始動を行ない得るようなものとしてハイ
ブリッド自動車に組み込まれるようにしてもよい。すなわち、本実施の形態において、「
交流電動機」は、交流駆動の電動機、発電機および電動発電機（モータジェネレータ）を
含むものである。
【００２８】
　直流電圧発生部１０♯は、直流電源Ｂと、システムリレーＳＲ１，ＳＲ２と、平滑コン
デンサＣ１と、昇降圧コンバータ１２とを含む。
【００２９】
　直流電源Ｂは、代表的には、ニッケル水素またはリチウムイオン等の二次電池や電気二
重層キャパシタ等の蓄電装置により構成される。直流電源Ｂが出力する直流電圧Ｖｂおよ
び入出力される直流電流Ｉｂは、電圧センサ１０および電流センサ１１によってそれぞれ
検知される。
【００３０】
　システムリレーＳＲ１は、直流電源Ｂの正極端子および電力線６の間に接続され、シス
テムリレーＳＲ２は、直流電源Ｂの負極端子およびアース線５の間に接続される。システ
ムリレーＳＲ１，ＳＲ２は、制御装置３０からの信号ＳＥによりオン／オフされる。
【００３１】
　昇降圧コンバータ１２は、リアクトルＬ１と、電力用半導体スイッチング素子Ｑ１，Ｑ
２と、ダイオードＤ１，Ｄ２とを含む。電力用半導体スイッチング素子Ｑ１およびＱ２は
、電力線７およびアース線５の間に直列に接続される。電力用半導体スイッチング素子Ｑ
１およびＱ２のオン・オフは、制御装置３０からのスイッチング制御信号Ｓ１およびＳ２
によって制御される。
【００３２】
　この発明の実施の形態において、電力用半導体スイッチング素子（以下、単に「スイッ
チング素子」と称する）としては、ＩＧＢＴ（Insulated Gate Bipolar Transistor）、
電力用ＭＯＳ（Metal Oxide Semiconductor）トランジスタあるいは、電力用バイポーラ
トランジスタ等を用いることができる。スイッチング素子Ｑ１，Ｑ２に対しては、逆並列
ダイオードＤ１，Ｄ２が配置されている。リアクトルＬ１は、スイッチング素子Ｑ１およ
びＱ２の接続ノードと電力線６の間に接続される。また、平滑コンデンサＣ０は、電力線
７およびアース線５の間に接続される。
【００３３】
　インバータ１４は、電力線７およびアース線５の間に並列に設けられる、Ｕ相上下アー
ム１５と、Ｖ相上下アーム１６と、Ｗ相上下アーム１７とから成る。各相上下アームは、
電力線７およびアース線５の間に直列接続されたスイッチング素子から構成される。たと
えば、Ｕ相上下アーム１５は、スイッチング素子Ｑ３，Ｑ４から成り、Ｖ相上下アーム１
６は、スイッチング素子Ｑ５，Ｑ６から成り、Ｗ相上下アーム１７は、スイッチング素子
Ｑ７，Ｑ８から成る。また、スイッチング素子Ｑ３～Ｑ８に対して、逆並列ダイオードＤ
３～Ｄ８がそれぞれ接続されている。スイッチング素子Ｑ３～Ｑ８のオン・オフは、制御
装置３０からのスイッチング制御信号Ｓ３～Ｓ８によって制御される。
【００３４】
　代表的には、交流電動機Ｍ１は、３相の永久磁石型同期電動機であり、Ｕ，Ｖ，Ｗ相の
３つのコイルの一端が中性点に共通接続されて構成される。さらに、各相コイルの他端は
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、各相上下アーム１５～１７のスイッチング素子の中間点と接続されている。
【００３５】
　昇降圧コンバータ１２は、昇圧動作時には、直流電源Ｂから供給された直流電圧Ｖｂを
昇圧した直流電圧ＶＨ（インバータ１４への入力電圧に相当するこの直流電圧を、以下「
システム電圧」とも称する）をインバータ１４へ供給する。より具体的には、制御装置３
０からのスイッチング制御信号Ｓ１，Ｓ２に応答して、スイッチング素子Ｑ１のオン期間
およびスイッチング素子のＱ２のオン期間（または、スイッチング素子Ｑ１，Ｑ２の両方
がオフする期間）が交互に設けられ、昇圧比は、これらのオン期間の比に応じたものとな
る。
【００３６】
　また、昇降圧コンバータ１２は、降圧動作時には、平滑コンデンサＣ０を介してインバ
ータ１４から供給された直流電圧ＶＨ（システム電圧）を降圧して直流電源Ｂを充電する
。より具体的には、制御装置３０からのスイッチング制御信号Ｓ１，Ｓ２に応答して、ス
イッチング素子Ｑ１のみがオンする期間と、スイッチング素子Ｑ１，Ｑ２の両方がオフす
る期間（または、スイッチング素子のＱ２のオン期間）とが交互に設けられ、降圧比は上
記オン期間のデューティ比に応じたものとなる。
【００３７】
　平滑コンデンサＣ０は、昇降圧コンバータ１２からの直流電圧を平滑化し、その平滑化
した直流電圧をインバータ１４へ供給する。電圧センサ１３は、平滑コンデンサＣ０の両
端の電圧、すなわち、システム電圧ＶＨを検出し、その検出値を制御装置３０へ出力する
。
【００３８】
　インバータ１４は、交流電動機Ｍ１のトルク指令値が正（Ｔｒｑｃｏｍ＞０）の場合に
は、平滑コンデンサＣ０から直流電圧が供給されると制御装置３０からのスイッチング制
御信号Ｓ３～Ｓ８に応答した、スイッチング素子Ｑ３～Ｑ８のスイッチング動作により直
流電圧を交流電圧に変換して正のトルクを出力するように交流電動機Ｍ１を駆動する。ま
た、インバータ１４は、交流電動機Ｍ１のトルク指令値が零の場合（Ｔｒｑｃｏｍ＝０）
には、スイッチング制御信号Ｓ３～Ｓ８に応答したスイッチング動作により、直流電圧を
交流電圧に変換してトルクが零になるように交流電動機Ｍ１を駆動する。これにより、交
流電動機Ｍ１は、トルク指令値Ｔｒｑｃｏｍによって指定された零または正のトルクを発
生するように駆動される。
【００３９】
　さらに、モータ駆動制御システム１００が搭載されたハイブリッド自動車または電気自
動車の回生制動時には、交流電動機Ｍ１のトルク指令値Ｔｒｑｃｏｍは負に設定される（
Ｔｒｑｃｏｍ＜０）。この場合には、インバータ１４は、スイッチング制御信号Ｓ３～Ｓ
８に応答したスイッチング動作により、交流電動機Ｍ１が発電した交流電圧を直流電圧に
変換し、その変換した直流電圧（システム電圧）を平滑コンデンサＣ０を介して昇降圧コ
ンバータ１２へ供給する。なお、ここで言う回生制動とは、ハイブリッド自動車または電
気自動車を運転するドライバーによるフットブレーキ操作があった場合の回生発電を伴う
制動や、フットブレーキを操作しないものの、走行中にアクセルペダルをオフすることで
回生発電をさせながら車両を減速（または加速の中止）させることを含む。
【００４０】
　電流センサ２４は、交流電動機Ｍ１に流れるモータ電流ＭＣＲＴを検出し、その検出し
たモータ電流を制御装置３０へ出力する。なお、三相電流ｉｕ，ｉｖ，ｉｗの瞬時値の和
は零であるので、図１に示すように電流センサ２４は２相分のモータ電流（たとえば、Ｖ
相電流ｉｖおよびＷ相電流ｉｗ）を検出するように配置すれば足りる。
【００４１】
　回転角センサ（レゾルバ）２５は、交流電動機Ｍ１のロータ回転角θを検出し、その検
出した回転角θを制御装置３０へ送出する。制御装置３０では、回転角θに基づき交流電
動機Ｍ１の回転数（回転速度）および角速度ω（ｒａｄ／ｓ）を算出できる。なお、回転
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角センサ２５については、回転角θを制御装置３０にてモータ電圧や電流から直接演算す
ることによって、配置を省略してもよい。
【００４２】
　本発明の実施の形態における駆動制御装置に対応する制御装置３０は、電子制御ユニッ
ト（ＥＣＵ）により構成され、予め記憶されたプログラムに従うソフトウェア処理および
／または電子回路によるハードウェア処理により、モータ駆動制御システム１００の動作
を制御する。
【００４３】
　代表的な機能として、制御装置３０は、入力されたトルク指令値Ｔｒｑｃｏｍ、電圧セ
ンサ１０によって検出された直流電圧Ｖｂ、電流センサ１１によって検出された直流電流
Ｉｂ、電圧センサ１３によって検出されたシステム電圧ＶＨおよび電流センサ２４からの
モータ電流ｉｖ，ｉｗ、回転角センサ２５からの回転角θ等に基づいて、後述する制御方
式により交流電動機Ｍ１がトルク指令値Ｔｒｑｃｏｍに従ったトルクを出力するように、
昇降圧コンバータ１２およびインバータ１４の動作を制御する。すなわち、昇降圧コンバ
ータ１２およびインバータ１４を上記のように制御するためのスイッチング制御信号Ｓ１
～Ｓ８を生成して、昇降圧コンバータ１２およびインバータ１４へ出力する。
【００４４】
　昇降圧コンバータ１２の昇圧動作時には、制御装置３０は、平滑コンデンサＣ０の出力
電圧ＶＨをフィードバック制御し、出力電圧ＶＨが電圧指令値となるようにスイッチング
制御信号Ｓ１，Ｓ２を生成する。
【００４５】
　また、制御装置３０は、ハイブリッド自動車または電気自動車が回生制動モードに入っ
たことを示す信号ＲＧＥを外部ＥＣＵから受けると、交流電動機Ｍ１で発電された交流電
圧を直流電圧に変換するようにスイッチング制御信号Ｓ３～Ｓ８を生成してインバータ１
４へ出力する。これにより、インバータ１４は、交流電動機Ｍ１で発電された交流電圧を
直流電圧に変換して昇降圧コンバータ１２へ供給する。
【００４６】
　さらに、制御装置３０は、ハイブリッド自動車または電気自動車が回生制動モードに入
ったことを示す信号ＲＧＥを外部ＥＣＵから受けると、インバータ１４から供給された直
流電圧を降圧するようにスイッチング制御信号Ｓ１，Ｓ２を生成し、昇降圧コンバータ１
２へ出力する。これにより、交流電動機Ｍ１が発電した交流電圧は、直流電圧に変換され
、降圧されて直流電源Ｂに供給される。
【００４７】
　（制御モードの説明）
　制御装置３０による交流電動機Ｍ１の制御についてさらに詳細に説明する。
【００４８】
　図２は、本発明の実施の形態によるモータ駆動システムにおける交流電動機Ｍ１の制御
モードを概略的に説明する図である。
制御装置３０による交流電動機Ｍ１の制御についてさらに詳細に説明する。
【００４９】
　図２は、本発明の実施の形態によるモータ駆動制御システムにおける交流電動機Ｍ１の
制御モードを概略的に説明する図である。
【００５０】
　図２に示すように、本発明の実施の形態によるモータ駆動制御システム１００では、交
流電動機Ｍ１の制御、すなわち、インバータ１４における電力変換について、３つの制御
モードを切替えて使用する。
【００５１】
　正弦波ＰＷＭ制御は、一般的なＰＷＭ制御として用いられるものであり、各相上下アー
ム素子のオン・オフを、正弦波状の電圧指令と搬送波（代表的には三角波）との電圧比較
に従って制御する。この結果、上アーム素子のオン期間に対応するハイレベル期間と、下
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アーム素子のオン期間に対応するローレベル期間との集合について、一定期間内でその基
本波成分が正弦波となるようにデューティが制御される。周知のように、電圧指令の振幅
が搬送波振幅以下の範囲に制限される正弦波ＰＷＭ制御では、この基本波成分振幅をイン
バータの直流リンク電圧の約０．６１倍程度までしか高めることができない。以下、本明
細書では、インバータ１４の直流リンク電圧（すなわち、システム電圧ＶＨ）に対する交
流電動機Ｍ１への印加電圧（以下、単に「モータ印加電圧」とも称する）の基本波成分の
振幅の比を「変調率」と称することとする。
【００５２】
　一方、矩形波電圧制御では、上記一定期間内で、ハイレベル期間およびローレベル期間
の比が１：１の矩形波１パルス分を交流電動機印加する。これにより、変調率は０．７８
まで高められる。
【００５３】
　過変調ＰＷＭ制御は、電圧指令の振幅が搬送波振幅より大きい範囲で上記正弦波ＰＷＭ
制御と同様のＰＷＭ制御を行なうものである。特に、電圧指令を本来の正弦波波形から歪
ませることによって基本波成分を高めることができ、変調率を正弦波ＰＷＭ制御モードで
の最高変調率から０．７８の範囲まで高めることができる。
【００５４】
　交流電動機Ｍ１では、回転数や出力トルクが増加すると誘起電圧が高くなるため、必要
となる駆動電圧（モータ必要電圧）が高くなる。コンバータ１２による昇圧電圧すなわち
、システム電圧ＶＨはこのモータ必要電圧よりも高く設定する必要がある。その一方で、
コンバータ１２による昇圧電圧すなわち、システム電圧ＶＨには限界値（ＶＨ最大電圧）
が存在する。
【００５５】
　したがって、モータ必要電圧がＶＨ最大電圧より低い領域では、正弦波ＰＷＭ制御また
は過変調ＰＷＭ制御によるＰＷＭ制御モードが適用されて、ベクトル制御に従ったモータ
電流のフィードバック制御によって、出力トルクがトルク指令値Ｔｒｑｃｏｍに制御され
る。その一方で、モータ必要電圧がＶＨ最大電圧に達すると、システム電圧ＶＨをＶＨ最
大電圧に設定した上で矩形波電圧制御モードが適用される。矩形波電圧制御では、基本波
成分の振幅が固定されるため、トルク実績値とトルク指令値との偏差に基づく、矩形波電
圧パルスの位相制御によってトルク制御が実行される。
【００５６】
　以下では、ＰＷＭ制御モードのうち、過変調ＰＷＭ制御が適用される制御モードを「過
変調モード」と称し、正弦波ＰＷＭ制御が適用される制御モードを「正弦波変調モード」
と称することとする。
【００５７】
　図３には、交流電動機Ｍ１の動作状態と上述の制御モードとの対応関係が示される。
　図３を参照して、概略的には、低回転数域Ａ１ではトルク変動を小さくするために正弦
波変調モードが用いられ、中回転数域Ａ２では過変調モード、高回転数域Ａ３では、矩形
波電圧制御モードが適用される。特に、過変調モードおよび矩形波電圧制御モードの適用
により、交流電動機Ｍ１の出力向上が実現される。このように、図２に示した制御モード
のいずれを用いるかについては、基本的には、実現可能な変調率の範囲内で決定される。
【００５８】
　図４は、本発明の実施の形態による交流電動機の制御装置および制御方法によるモータ
制御構成を説明するブロック図である。図４に示されたモータ制御のための各ブロックは
、制御装置３０によるハードウェア的あるいはソフトウェア的な処理によって実現される
。
【００５９】
　図４を参照して、ＰＷＭ制御部２００は、ＰＷＭ制御モードの選択時に、交流電動機Ｍ
１がトルク指令値Ｔｒｑｃｏｍに従ったトルクを出力するように、ＰＷＭ制御に従ってイ
ンバータ１４のスイッチング制御信号Ｓ３～Ｓ８を生成する。ＰＷＭ制御部２００は、電
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流指令生成部２１０と、電圧指令生成部２２０と、ＰＷＭ回路２３０と、搬送波発生回路
２５０と、周波数制御部２６０とを含む。
【００６０】
　矩形波電圧制御部３００は、矩形波電圧制御モードの選択時に、交流電動機Ｍ１がトル
ク指令値Ｔｒｑｃｏｍに従ったトルクを出力するような電圧位相の矩形波電圧が発生され
るように、インバータ１４のスイッチング制御信号Ｓ３～Ｓ８を生成する。矩形波電圧制
御部３００は、演算部３０５と、トルク検出部３１０と、電圧位相制御部３２０と、矩形
波発生部３３０とを含む。
【００６１】
　モード切替判定部４００は、図３に示したＰＷＭ制御モードおよび矩形波電圧制御モー
ド間のモード切替を判定する。さらに、上述のように、ＰＷＭ制御モードが正弦波変調モ
ードおよび過変調モードを含むので、モード切替判定部４００は、ＰＷＭ制御モード中で
の正弦波変調モードおよび過変調モードの切替を判定する機能を有する。過変調モード時
には、制御信号ＯＭがオンされる。切替判定値設定部４５０は、過変調モード選択時にお
けるインバータ１４の電力変換動作状態（スイッチング条件）に基づいて、過変調モード
から正弦波変調モードへの切替判定値Ｆｊｄを可変に設定する。
【００６２】
　切替スイッチ４１０は、モード切替判定部４００によって選択される制御モードに従っ
て、Ｉ側およびＩＩ側のいずれかに設定される。
【００６３】
　ＰＷＭ制御モードの選択時には、切替スイッチ４１０はＩ側に設定されており、ＰＷＭ
制御部２００によって設定されたスイッチング制御信号Ｓ３～Ｓ８に従い、擬似的な正弦
波電圧が交流電動機Ｍ１に印加される。一方、矩形波電圧制御モードの選択時には、切替
スイッチ４１０はＩＩ側に設定されており、矩形波電圧制御部３００によって設定された
スイッチング制御信号Ｓ３～Ｓ８に従い、インバータ１４により矩形波電圧が交流電動機
Ｍ１に印加される。
【００６４】
　次に、各ブロックの機能の詳細を説明する。
　ＰＷＭ制御部２００において、電流指令生成部２１０は、交流電動機Ｍ１がトルク指令
値Ｔｒｑｃｏｍを発生するための電流指令値を生成する。ＰＷＭ制御における電流指令は
、ｄ－ｑ軸の電流指令値ＩｄｃｏｍおよびＩｑｃｏｍとして設定されることが一般的であ
る。電流指令値Ｉｄｃｏｍ，Ｉｑｃｏｍに基づき、電流振幅｜Ｉ｜および電流位相φｉを
求めることができる。
【００６５】
　電圧指令生成部２２０は、電流センサ２４によって検出されたモータ電流ＭＣＲＴ（３
相電流）を、ロータ回転角θを用いて３相－２相変換することによってｄ軸電流およびｑ
軸電流を求める。さらに、電圧指令生成部２２０は、電流指令値Ｉｄｃｏｍ，Ｉｑｃｏｍ
に対する電流偏差を補償するフィードバック制御を行なうように、たとえば比例積分（Ｐ
Ｉ）制御に基づいて、電圧指令値Ｖｄｃｏｍ，Ｖｑｃｏｍを生成する。そして、電圧指令
値Ｖｄｃｏｍ，Ｖｑｃｏｍを、２相－３相に逆変換することによって、インバータ１４の
各相電圧指令Ｖｕ,Ｖｖ，Ｖｗを生成する。電圧指令Ｖｕ,Ｖｖ，Ｖｗは、ＰＷＭ回路２３
０へ送出される。
【００６６】
　ＰＷＭ回路２３０は、図５に示すように、搬送波発生回路２５０からの搬送波２７０と
、電圧指令生成部２２０からの電圧指令２８０（Ｖｕ，Ｖｖ，Ｖｗを包括的に示すもの）
との比較に基づき、インバータ１４の各相の上下アーム素子のオン・オフを制御すること
によって、交流電動機Ｍ１の各相に疑似正弦波電圧を生成する。
【００６７】
　なお、制御信号ＯＭがオンされる過変調モード時には、電圧指令Ｖｕ,Ｖｖ，Ｖｗの振
幅は、搬送波２７０の振幅よりも大きくなる。特に、電圧指令振幅については、フィード
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バック制御による本来の電圧指令値Ｖｄｃｏｍ，Ｖｑｃｏｍに従う振幅を拡大するように
設定することで、変調率が確保できるようにしている。
【００６８】
　搬送波発生回路２５０は、周波数制御部２６０からの制御信号Ｖｆｃに応じて、搬送波
２７０の周波数を制御する。たとえば、搬送波発生回路２５０は、電圧制御発振器（ＶＣ
Ｏ）を含んで構成される。
【００６９】
　周波数制御部２６０は、非同期ＰＷＭが適用される正弦波変調モードでは、交流電動機
Ｍ１の回転速度（以下、単に「モータ回転速度」）とは無関係に、搬送波周波数を指示す
る制御信号Ｖｆｃを設定する。正弦波変調モードにおける搬送波周波数は、可聴周波数帯
より高く、かつ、スイッチング損失が過大とならない範囲（たとえば、５～１０ｋＨｚ程
度）に設定される。また、スイッチング素子温度Ｔｓｗの上昇時や交流電動機Ｍ１のロッ
ク時（トルク発生かつ極低速時）には、スイッチング損失を低減するために搬送波周波数
を低下させる制御が実行される。
【００７０】
　一方で、過変調モードでは同期ＰＷＭが適用されるので、周波数制御部２６０は、モー
タ回転速度に応じて搬送波周波数を制御する。すなわち、搬送波周波数が、モータ回転速
度に従う電圧指令の周波数の整数倍（好ましくは、３・（２ｎ－１）倍，ｎ：自然数・）
となるように、制御信号Ｖｆｃを設定する。そして、搬送波発生回路２５０は、電圧指令
の位相と同期させて、制御信号Ｖｆｃに従う周波数の搬送波２７０を生成する。これによ
り、過変調モードでは、交流電動機Ｍ１の１回転（電気角３６０度）中のパルス数ｎが所
定個数（好ましくは、３・（２ｎ－１）個）に制御される。
【００７１】
　このようにして、ＰＷＭ制御部２００によって、交流電動機Ｍ１のモータ電流ＭＣＲＴ
を電流指令生成部２１０によって設定された電流指令と合致させるためのフィードバック
制御が実行されることになる。
【００７２】
　一方、矩形波電圧制御部３００において、トルク検出部３１０は、交流電動機Ｍ１の出
力トルクを検出する。トルク検出部３１０は、公知のトルクセンサを用いて構成すること
もできるが、下記（１）式に示す演算に従って出力トルクＴｑを検出するように構成する
こともできる。
【００７３】
　Ｔｑ＝Ｐｍ／ω
　　　＝（ｉｕ・ｖｕ＋ｉｖ・ｖｖ＋ｉｗ・ｖｗ）／ω　　　　…（１）
　ここで、Ｐｍは交流電動機Ｍ１に供給される電力を表わし、ωは交流電動機Ｍ１の角速
度を表わす。また、ｉｕ，ｉｖ，ｉｗは交流電動機Ｍ１の各相電流値を示し、ｖｕ，ｖｖ
，ｖｗは交流電動機Ｍ１に供給される各相電圧を表わす。ｖｕ，ｖｖ，ｖｗにはインバー
タ１４に設定される電圧指令Ｖｕ，Ｖｖ，Ｖｗを用いてもよいし、実際の印加電圧をセン
サにより検出した値を用いてもよい。また、出力トルクＴｑは、交流電動機Ｍ１の設計値
で決まるものなので、電流の振幅および位相から推定してもよい。
【００７４】
　演算部３０５は、トルク指令値Ｔｒｑｃｏｍに対する、トルク検出部３１０によって検
出された出力トルクＴｑの偏差であるトルク偏差ΔＴｑを演算する。演算部３０５により
生成されたトルク偏差ΔＴｑは、電圧位相制御部３２０へ供給される。
【００７５】
　電圧位相制御部３２０では、トルク偏差ΔＴｑに応じて電圧位相φｖを生成する。この
電圧位相φｖは交流電動機Ｍ１に印加されるべき矩形波電圧の位相を示す。具体的には、
電圧位相制御部３２０は、電圧位相φｖを生成する際のパラメータとして、トルク偏差Δ
Ｔｑとともにインバータ１４の入力電圧ＶＨや交流電動機Ｍ１の角速度ωを用い、それら
を所定の演算式に代入して、あるいは等価の処理を施して、必要な電圧位相φｖを生成す
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る。
【００７６】
　矩形波発生部３３０は、電圧位相制御部３２０からの電圧位相φｖに従った矩形波電圧
を発生するように、インバータ１４のスイッチング制御信号Ｓ３～Ｓ８を生成する。この
ようにして、矩形波電圧制御部３００によって、交流電動機Ｍ１のトルク偏差に応じて矩
形波電圧の位相を調整するフィードバック制御が実行されることになる。
【００７７】
　（制御モード切替処理）
　次に、図４のモータ制御構成における制御モード切替判定処理を説明する。
【００７８】
　図４に示すように、モード切替判定部４００は、電流センサ２４によって検出されたモ
ータ電流ＭＣＲＴ（ｉｖ，ｉｗ）、電圧センサ１３によって検出されたインバータ１４の
入力電圧ＶＨ、電圧指令生成部２２０によって生成された電圧指令Ｖｄｃｏｍ，Ｖｑｃｏ
ｍに基づいて、モード切替判定を実行する。
【００７９】
　たとえば、制御装置３０が図６に示すフローチャートに従った制御処理を実行すること
により、モード切替判定部４００によるモード切替判定が実現される。
【００８０】
　図６を参照して、まず制御装置３０は、ステップＳ１００により、現在の制御モードが
ＰＷＭ制御モードであるかどうかを判定する。そして、制御装置３０は、現在の制御モー
ドがＰＷＭ制御モードであるとき（Ｓ１００のＹＥＳ判定時）には、ステップＳ１１０に
より、ＰＷＭ制御モードに従う電圧指令値Ｖｄｃｏｍ，Ｖｑｃｏｍおよび、システム電圧
ＶＨに基づいて、インバータ１４の入力電圧ＶＨを、交流電動機Ｍ１へのモータ印加電圧
指令（交流電圧）に変換する際の変調率を演算する。
【００８１】
　たとえば、下記（２）式によって、変調率ＭＦは算出される。
　ＭＦ＝（Ｖｄｃｏｍ2＋Ｖｑｃｏｍ2）1/2／ＶＨ　　・・・（２）
　そして、制御装置３０は、ステップＳ１２０により、ステップＳ１１０で求めた変調率
が０．７８以上であるかどうかを判定する。変調率≧０．７８のとき（Ｓ１２０のＹＥＳ
判定時）には、ＰＷＭ制御モードでは適切な交流電圧を発生することができないため、制
御装置３０は、処理をステップＳ１５０に進めて、矩形波電圧制御モードを選択するよう
に制御モードを切替える。
【００８２】
　一方、ステップＳ１２０のＮＯ判定時、すなわち、ステップＳ１１０で求めた変調率が
０．７８未満であるときには、制御装置３０は、ステップＳ１４０により、ＰＷＭ制御モ
ードを継続的に選択する。
【００８３】
　一方、制御装置３０は、現在の制御モードが矩形波電圧制御モードであるとき（Ｓ１０
０のＮＯ判定時）には、ステップＳ１３０により、インバータ１４から交流電動機Ｍ１に
供給される交流電流位相（実電流位相）φｉの絶対値が、所定の切替電流位相φ０の絶対
値よりも小さくなるか否かを監視する。なお、切替電流位相φ０は、交流電動機Ｍ１の力
行時および回生時で異なる値に設定されてもよい。
【００８４】
　制御装置３０は、実電流位相φｉの絶対値が切替電流位相φ０の絶対値よりも小さくな
ると（Ｓ１３０のＹＥＳ判定時）、制御モードを矩形波電圧制御モードからＰＷＭ制御へ
の切替を判定する。この際には、制御装置３０は、ステップＳ１４０により、ＰＷＭ制御
モードを選択する。
【００８５】
　一方、制御装置３０は、ステップＳ１３０がＮＯ判定のとき、すなわち実電流位相φｉ
の絶対値が切替電流位相φ０の絶対値以上であるときには、ステップＳ１５０により、制
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御モードを矩形波電圧制御モードに維持する。
【００８６】
　ＰＷＭ制御モードの選択時（Ｓ１４０）には、制御装置３０は、さらにステップＳ１４
５により、正弦波変調モード（正弦波ＰＷＭ制御）および過変調モード（過変調ＰＷＭ制
御）のいずれを適用するかを判定する。この判定の詳細は、後程説明する。
【００８７】
　図７に示すように、図６のフローチャートに従う制御モード切替判定処理は、所定周期
毎に制御装置３０によって予め格納されたプログラムに従って、時刻ｔ０，ｔ１，ｔ２・
・・に実行される。この切替判定処理については、正弦波変調モード、過変調モード、あ
るいは、矩形波電圧制御モードの実行時において、それぞれの制御処理周期と合致させる
ことができる。あるいは、各制御モードでの制御処理とは別に、これらを統合するメイン
ルーチンの処理として、各制御モードによる制御処理よりも長い周期で切替判定処理を実
行してもよい。
【００８８】
　上述のように、図４に示した切替判定値設定部４５０は、各切替判定処理の実行時に合
わせて、過変調モードから正弦波変調モードへの切替判定処理に用いられる切替判定値Ｆ
ｊｄを可変に設定する。たとえば、切替判定値設定部４５０は、時刻ｔ１での切替判定処
理では、前回の切替判定処理タイミングである時刻ｔ０からｔ１の期間Ｔａの間における
インバータ１４での電力変換状態（スイッチング状態）に基づいて、切替判定値Ｆｊｄを
設定する。同様に、時刻ｔ２における切替判定処理では、時刻ｔ１～ｔ２間の期間Ｔｂで
の電力変換状態に基づいて、切替判定値Ｆｊｄが設定される。
【００８９】
　次に、図８を用いて本発明の実施の形態による交流電動機の制御装置および制御方法に
おける、過変調モードから正弦波変調モードへの切替判定処理について詳細に説明する。
【００９０】
　図８は、図６中のステップＳ１４５における正弦波変調モード／過変調モードの判定の
うちの、過変調モード実行時における処理ルーチンを説明するフローチャートである。
【００９１】
　図８を参照して、制御装置３０は、ステップＳ２００では、過変調モード実行時、すな
わち過変調ＰＷＭ制御を実行している現在のスイッチング状態に基づき切替判定値Ｆｊｄ
を設定する。
【００９２】
　さらに、制御装置３０は、ステップＳ２１０により、ステップＳ２００で設定された切
替判定値と、上記（２）式により求められる変調率とを比較する。そして、変調率が切替
判定値よりも低い場合（Ｓ２１０のＹＥＳ判定時）には、制御装置３０は、ステップＳ２
２０へ処理を進めて、現在の過変調モードから正弦波変調モードへの切替を指示する。一
方、変調率が切替判定値以上であるとき（Ｓ２１０のＮＯ判定時）には、制御装置３０は
ステップＳ２３０に処理を進めて、現在の過変調モードを維持する。
【００９３】
　ここで、ステップＳ２００による切替判定値Ｆｊｄの設定について詳細に説明する。
　切替判定値Ｆｊｄは、上述した、インバータ１４での各スイッチング素子のオン・オフ
回数がモータ印加電圧に与える影響を反映するように、過変調ＰＷＭ制御時における一定
期間中（たとえば、交流電動機Ｍ１の電気的な１回転：電気角３６０度）でのインバータ
１４の各スイッチング素子のオン・オフ回数（以下、「インバータスイッチング回数」と
称する）に基づいて決定される。たとえば、スイッチング制御信号Ｓ３～Ｓ８に基づいて
、インバータスイッチング回数の実績値を検知することができる。
【００９４】
　非同期ＰＷＭである正弦波変調モードではインバータスイッチング回数が略一定である
のに対して、同期ＰＷＭである過変調モードでは、搬送波周波数が変化するためスイッチ
ング回数が変化し易い。このため、過変調モードから正弦波変調モードへの移行時におけ
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るインバータスイッチング回数の変化量は、過変調モードでの状態に応じて異なってくる
。
【００９５】
　特に、過変調モードでのインバータスイッチング回数が少ない場合には、正弦波変調モ
ードへの切替に伴ってスイッチング回数が増大することによって、同一の電圧指令に対し
てもモータ印加電圧が低下する可能性がある。この現象が発生すると、モータ印加電圧の
低下に伴って電流偏差（電流不足方向）が増大することによって、再び過変調モードが適
用される変調率の領域まで、電圧指令値が上昇する可能性が高くなる。この結果、一旦、
過変調モードから正弦波変調モードへ切替えた制御モードが、再び過変調モードへ切替え
られることとなり、これをトリガにハンチングが発生するおそれがある。
【００９６】
　このため、切替判定値Ｆｊｄは、過変調モード時のインバータスイッチング回数が相対
的に少ない場合には、過変調モードから正弦波変調モードへの切替を妨げるように設定さ
れる。
【００９７】
　具体的には、過変調モードでのインバータスイッチング回数に対する補正値ΔＦのマッ
プ（図示せず）を予め作成しておき、当該マップの参照により、ステップＳ２００におい
て、下記（３）に従って、切替判定値Ｆｊｄを設定することができる。
【００９８】
　Ｆｊｄ＝Ｆｓｔｄ－ΔＦ　　　…（３）
　ここで（３）式中において、Ｆｓｔｄは、電圧指令と搬送波との等しいときのＰＷＭ制
御における、基本波成分の理論値０．６１とすることができる。そして、ΔＦは、インバ
ータスイッチング回数が少なくなる程、正方向に増加するように設定される。
【００９９】
　あるいは、補正値ΔＦをより精密に設定するためには、下記（４）式を用いてもよい。
　ΔＦ＝Ｋ・（ＳＮｓｎ－ＳＮｏｍ）　　　…（４）
　（４）式において、ＳＮｏｍは、過変調モードにおけるインバータスイッチング回数の
実績値である。またＳＮｓｎは、正弦波変調モード適用時におけるインバータスイッチン
グ回数の予測値である。ＳＮｓｎについては、現在の状態で正弦波変調モードを適用した
ときに周波数制御部２６０によって設定される搬送波周波数、および、モータ回転速度に
基づいて予測することができる。なお、Ｋは、インバータ１４の特性に応じて適宜設定さ
れる調整係数である。
【０１００】
　あるいは、より簡易にインバータ１４でのスイッチング状態を反映するために、インバ
ータスイッチング回数に代えて、搬送波周波数に基づいて切替判定値の補正値ΔＦを算出
してもよい。この場合には、過変調モードでの搬送波周波数が低くなる程、ΔＦが正方向
に増加するように構成されたマップの参照により、補正値ΔＦを算出することができる。
【０１０１】
　あるいは、上記（４）式に代えて、下記（５）式を用いて補正値ΔＦを求めることもで
きる。
【０１０２】
　ΔＦ＝Ｋ・（ＣＦｓｎ－ＣＦｏｍ）　　　…（５）
　（５）式において、ＣＦｏｍは、過変調モードでの現在の搬送波周波数を示し、ＣＦｓ
ｎは、制御モードが正弦波変調モードに切替えられたときに、周波数制御部２６０により
適用される搬送波周波数の予測値を示す。
【０１０３】
　以上説明したように、本実施の形態によるモータ駆動制御システム１００では、過変調
モード適用下でのインバータ１４のスイッチング状態（電力変換動作状態）に基づいて、
過変調モードから正弦波変調モードへの切替時にインバータスイッチング回数の変化によ
ってモータ印加電圧が変化する影響を盛り込んで、切替判定値を可変に設定することがで
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きる。
【０１０４】
　この結果、正弦波変調モードへの切替によってスイッチング回数の増加が顕著となり、
デッドタイム変化の影響により、即座に過変調モードへの切替が必要な電圧指令が生成さ
れそうな状態であるときには、過変調モードから正弦波変調モードへの変更を妨げるよう
に切替判定値を可変に設定できる。その結果、過変調モードから正弦波変調モードへの切
替判定を適切に行なって、両制御モード間でのハンチング発生を防止して、制御を安定化
することができる。
【０１０５】
　（変形例１）
　上述のように、インバータスイッチング回数が変化すると、デッドタイムの影響により
、モータ印加電圧が変化する。ここで、モータ印加電圧が、振幅増大方向あるいは振幅減
少方向のいずれに変化するかについては、モータ印加電圧およびモータ電流の位相が関連
してくる。
【０１０６】
　図９（ａ）には、交流電動機Ｍ１の力行時における典型的な電圧電流波形が示される。
図９（ａ）に示されるように、力行動作時には、電圧Ｖの位相に対して、電流Ｉの位相が
遅れる状態となる。そして、インバータスイッチング回数の増大に起因するデッドタイム
の変化によるモータ印加電圧の変動分（オフセットＶｏｆｆ）は、電流の極性によって変
化する。すなわち、電流Ｉが正の期間では、Ｖｏｆｆは負となり、その反対に電流Ｉが負
のときにはＶｏｆｆは正となる。このため、力行時には、インバータスイッチング回数の
増大によるオフセットＶｏｆｆは、モータ印加電圧の振幅を減少させる方向に作用する。
【０１０７】
　一方、図９（ｂ）には、交流電動機Ｍ１の力行時における典型的な電圧電流波形が示さ
れる。図９（ｂ）に示されるように、回生時には、電圧Ｖと電流Ｉの位相差が大きくなり
、両者はほぼ逆位相となる。このため、回生時には、モータ印加電圧の振幅を増大させる
方向にオフセットＶｏｆｆが作用する。
【０１０８】
　このように、交流電動機Ｍ１の電圧Ｖおよび電流Ｉの位相差、すなわち力率に応じて電
圧指令の変化特性が変化することになる。制御モード切替に伴うモータ印加電圧変化の特
性が異なることが理解される。したがって、変形例１では、図８のステップＳ２００によ
る切替判定値Ｆｊｄの可変設定において、過変調ＰＷＭ制御時の力率に応じて、補正値Δ
Ｆを決定する。
【０１０９】
　すなわち、力率が大きい（すなわち、電圧と電流の位相差が小さい）場合には、図９（
ａ）に示したように、モータ印加電圧の振幅が減少する方向にデッドタイムの影響が発生
するので、過変調モードから正弦波変調モードへの切替直後に、再び過変調モードへの切
替判定がなされる可能性が高い。したがって、このような場合に、補正値ΔＦが相対的に
大きく設定されることによって、過変調モードから正弦波変調モードへの切替が妨げられ
るように切替判定値を低く設定することが好ましい。
【０１１０】
　反対に、図９（ｂ）に示したような場合には、上記のような現象は発生しにくくなるた
め、基準値となる変調率＝０．６１に合わせて切替判定を行なっても支障はないと予想さ
れる。この結果、過変調モードによる現在のＰＷＭ制御における電圧・電流位相、すなわ
ち力率に応じて補正値ΔＦを設定するマップ（図示せず）を構成することができる。ある
いは、下記（６）に示すように、力率についての、過変調モードでの実績値と、正弦波変
調モードへの切替時の予測値との差に基づいて、補正値ΔＦを決定することもできる。
【０１１１】
　ΔＦ＝Ｋ・（ＰＦｓｎ－ＰＦｏｍ）　　　…（６）
　（６）式中において、ＰＦｏｍは過変調モードによる現在のＰＷＭ制御による力率を示
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す。ＰＦｏｍは、電圧および電流の検出値から求めることも可能であるが、ＰＷＭ制御に
用いるｄ軸およびｑ軸の電圧指令値Ｖｄｃｏｍ，Ｖｑｃｏｍおよび電流指令値Ｉｄｃｏｍ
，Ｉｑｃｏｍからも求めることができる。たとえば、電圧指令値に従う電圧位相ｔａｎ-1

（Ｖｑｃｏｍ／Ｖｄｃｏｍ）および電流指令に従う電流位相ｔａｎ-1（Ｉｑｃｏｍ／Ｉｄ
ｃｏｍ）の位相差φによって、力率（ｃｏｓφ）電圧および電流の位相差を求めることが
できる。
【０１１２】
　一方、（６）式中のＰＦｓｎは、正弦波変調モードに移行した場合の力率の予測値を示
す。この力率は、たとえば、そのときのモータ状態（トルク、回転数）や直前の電圧・電
流指令に基づいて予測することが可能である。
【０１１３】
　以上説明した変形例１によれば、インバータ１４から交流電動機Ｍ１へ供給される電圧
および電流の位相差に応じて、デッドタイムがモータ印加電圧振幅に与える影響が変化す
る点を反映して、過変調モードから正弦波変調モードへの切替判定値Ｆｊｄを適切に設定
することができる。
【０１１４】
　なお、本実施の形態およびその変形例１で説明したように、過変調モードから正弦波変
調モードへの切替判定値Ｆｊｄの設定については、インバータ１４によるスイッチング状
態（電力変換動作状態）として、（ｉ）スイッチング回数、（ｉｉ）キャリア周波数、あ
るいは（ｉｉｉ）力率（電圧電流位相差）が反映される。また、（ｉ）～（ｉｉｉ）のそ
れぞれに応じて補正値ΔＦを算出するとともに、これらの少なくとも一部を組み合わせる
ことによって、（３）式中の補正値ΔＦを決定してもよい。その際の組合せについては、
最小値の採用、最大値の採用あるいは平均値の採用等を適宜実行することができる。この
ように複数の要因を組み合わせることにより、インバータ１４によるスイッチング状態（
電力変換動作状態）をより適切に反映して、過変調モードから正弦波変調モードへの切替
判定を実行できる。
【０１１５】
　（変形例２）
　過変調モードから正弦波変調モードへの切替判定時にハンチングが問題となるのは、過
変調モードから正弦波変調モードへの切替後、即座に過変調モードへの切替が判定される
ケースである。このようなケースを避けるためには、過変調モードから正弦波変調モード
への切替を適切に妨げることが要求されることになる。
【０１１６】
　図１０に示されるように、切替判定値Ｆｊｄは、所定の基準値Ｆｓｔｄ（代表的には０
．６１）を、インバータ１４によるスイッチング状態（電力変換動作状態）に応じて設定
された補正値ΔＦで補正することによって設定される。そして、変調率が切替判定値Ｆｊ
ｄより低くなると、過変調モードから正弦波変調モードへ切替られる一方で、変調率が切
替判定値Ｆｊｄ以上のときは、過変調モードが維持される。
【０１１７】
　したがって、（４）～（６）式やマップ参照による補正値ΔＦの設定を、ΔＦ≧０に限
定することによって、切替判定値Ｆｊｄが基準値Ｆｓｔｄより低く補正される方向、すな
わち、過変調モードから正弦波変調モードへの切替を妨げる方向に限定して、切替判定値
Ｆｊｄを可変に設定することができる。
【０１１８】
　このようにすると、ハンチング発生が懸念される状態のときには過変調モードから正弦
波変調モードへの切替を妨げるようにした上で、それ以外のときには、理論値（基準値Ｆ
ｓｔｄ）に従って、制御モードを決定できるので、制御の安定性をさらに高めることがで
きる。
【０１１９】
　なお、本実施の形態およびその変形例１，２では、制御モード切替判定が「変調率」を
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判定値と比較することにより実行される例を示したが、本発明の適用は、このような場合
に限定されるものではない。すなわち、電圧指令に関連する変調率以外のパラメータを定
義してその判定値を設定することによって、あるいは、印加電圧の振幅・位相等について
直接判定値を設定することによって、制御モード切替判定を実行する制御構成においても
、上述のように、過変調モードでの状態に応じて当該判定値を可変に設定することで、同
様の効果を得ることが可能である。
【０１２０】
　また、本実施の形態では図示を省略した、正弦波変調モードから過変調モードへの切替
判定については、ハンチングを防止するために、直前の正弦波変調モードへの切替時にお
ける切替判定値Ｆｊｄに対してヒステリシスを設けるように設定した判定値と、電圧指令
に基づく変調率とを逐次比較して、変調率が判定値より高くなったときに過変調モードへ
の切替えるようにすればよい。
【０１２１】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【図面の簡単な説明】
【０１２２】
【図１】本発明の実施の形態に従う交流電動機の制御装置および制御方法が適用されるモ
ータ駆動制御システムの全体構成図である。
【図２】本発明の実施の形態によるモータ駆動システムにおける交流電動機の制御モード
を概略的に説明する図である。
【図３】交流電動機の動作状態と図２示した制御モードとの対応関係を説明する図である
。
【図４】本発明の実施の形態による交流電動機の制御装置および制御方法によるモータ制
御構成を説明するブロック図である。
【図５】ＰＷＭ回路の動作を説明する波形図である。
【図６】図４に示したモータ制御構成における制御モード切替判定処理を説明するフロー
チャートである。
【図７】モード切替判定処理の実行タイミングを説明する概念図である。
【図８】過変調モードから正弦波変調モードへの切替判定処理の詳細を説明するフローチ
ャートである。
【図９】交流電動機における力行時および回生時の典型的な電圧および電流波形を示す概
念図である。
【図１０】判定切替値の補正値設定の制限を説明する概念図である。
【符号の説明】
【０１２３】
　５　アース線、６，７　電力線、１０，１３　電圧センサ、１０♯　直流電圧発生部、
１１，２４　電流センサ、１２　昇降圧コンバータ、１４　インバータ、１５　Ｕ相上下
アーム、１６　Ｖ相上下アーム、１７　Ｗ相上下アーム、２５　回転角センサ、３０　制
御装置（ＥＣＵ）、１００　モータ駆動制御システム、２００　ＰＷＭ制御部、２１０　
電流指令生成部、２２０　電圧指令生成部、２３０　ＰＷＭ回路、２５０　搬送波発生回
路、２６０　周波数制御部、２７０　搬送波、２８０　電圧指令、３００　矩形波電圧制
御部、３０５　演算部、３１０　トルク検出部、３２０　電圧位相制御部、３３０　矩形
波発生部、４００　モード切替判定部、４１０　切替スイッチ、４５０　切替判定値設定
部、Ｂ　直流電源、Ｃ０，Ｃ１　平滑コンデンサ、Ｄ１～Ｄ８　逆並列ダイオード、Ｆｊ
ｄ　切替判定値、Ｉｄｃｏｍ，Ｉｑｃｏｍ　電流指令値、ｉｕ，ｉｖ，ｉｗ、ＭＣＲＴ　
モータ電流、Ｌ１　リアクトル、Ｍ１　交流電動機、ＭＣＲＴ　モータ電流、ＯＭ　制御
信号（過変調モード）、Ｑ１～Ｑ８　電力用半導体スイッチング素子、Ｓ１～Ｓ８　スイ
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ッチング制御信号、ＳＲ１，ＳＲ２　システムリレー、Ｔｒｑｃｏｍ　トルク指令値、Ｔ
ｓｗ　スイッチング素子温度、Ｖｄｃｏｍ，Ｖｑｃｏｍ　電圧指令値（ｄ－ｑ軸）、Ｖｆ
ｃ　制御信号（搬送波周波数）、ＶＨ　システム電圧（インバータＤＣリンク電圧）、Ｖ
ｏｆｆ　オフセット、Ｖｕ，Ｖｖ，Ｖｗ　各相電圧指令、ΔＦ　補正値（切替判定値）、
θ　ロータ回転角、ω　角速度。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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